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１．はじめに
前回は、中国商標法第４章「登録商

標の譲渡、変更、ライセンス」から商

標権譲渡の際に類似商標の一括譲渡を

要する旨規定する42条と、届け出を

しなかったライセンス契約は善意の第

三者に対抗できないと規定する43条

について解説した。

今回は、第４章の残りの規定である、

39条、40条、41条について解説する

とともに関連の事件を紹介する。

２．中国商標法39条
「登録商標の存続期間は10年とし、

当該商標の登録日から起算する」

存続期間に関する規定である。改正

前は37条に規定されていたもので、

特に内容的な変更はない。

なお、登録日から10年間が存続期間

となっているが、日本の存続期間満了

日よりは１日短くなる。例えば2008

年３月３日が登録日の場合には、存続

期間満了日は2018年３月２日であり、

2018年３月３日ではない。

マドプロルートで登録を受けた場

合、存続期間は国際登録日から起算さ

れる（商標法実施条例46条）。

３．中国商標法40条
「商標権者は、登録商標の存続期間

が満了した後も引き続き使用する必要

がある場合、期間満了前12カ月以内

に法の規定に基づいて更新手続きをし

なければならない。この期間に手続き

できない場合、６カ月の猶予期間が認

められる。更新ごとの存続期間は10

年とし、先の存続期間満了日の翌日か

ら起算する。期間満了にもかかわらず

更新の手続きをしなかった場合、その

登録を取り消す。

商標局は、更新登録を公告しなけれ

ばならない」

更新に関する規定である。改正前は

38条に規定があり、更新期間が６カ

月から12カ月に延びた。日本の場合

より、早く更新手続きをすることが可

能である。

なお、更新がなされると、商標局は

公告するほか、証明書を発行する（商

標法実施条例33条）。公告の内容は商

標登録番号、商標、区分および商標権

者の名称（氏名）である。

マドプロルートの場合、満了前６カ

月から存続期間満了日までが更新期間

となり（直接出願で権利化された場合

と期間が異なる）、６カ月の猶予が認

められる（商標法実施条例46条）。

（１） 本件商標と引用商標

表１のとおり。

（２） 事件の経緯と争点

●事件の経緯

原告の騰訊科技（深
シンセン

圳）有限公司は、

2014年12月９日に第41類において「微

信連Wi-Fiおよび図」の商標（以下、

本件商標）を出願したが、商標局は拒

絶査定の判断を行った。

原告は商標評審委員会に対し、拒絶

査定不服審判を請求したが、商標評審

委員会は本件商標が商標法11条１項

２号（商品の品質、主要原材料等の特

４．�微信連Wi-Fi審決取消訴訟事
件〈（2016）京73行初
1752号〉

第19回の本稿では、前回に引き続いて第４章「登録商標の譲渡、
変更、ライセンス」から商標の存続期間を定めた39条、商標権の
更新を定めた40条、登録事項の変更について定めた41条を取り上
げるとともに関連の事件を紹介する。

中国商標法39条、40条、41条と商標権の更新
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徴を直接的に表示したにすぎない）お

よび30条（同一・類似商品について

登録された商標と同一・類似の先行商

標の存在）に該当することを理由に、

2016年３月２日に拒絶審決（以下、

本件審決）を行った。

原告は本件審決を不服として北京知

的財産裁判所に審決取消訴訟を提起し

たが、原告の請求は全て棄却された。

本事件における主たる争点は以下の３

点である。

●争点１

商標評審委員会が引用商標の存続期

間満了後に本件審決を行ったことにつ

いて、手続きに違背はないか。

●争点２

両商標は類似か。

●争点３

本件商標は、自他役務の識別力があ

るか。

（３） 争点１についての裁判所の認定

左記の争点１について、裁判所は以

下のとおり認定した。

「引用商標の存続期間の満了日は

2016年２月28日であり、本件審決の

発行日より前であったが、商標法40

条の規定によると、登録商標の存続期

間が満了し、継続して使用する必要が

ある場合、仮に期間満了前の12カ月

以内に規定に従って更新手続きを行わ

なかったとしても、６カ月の猶予期間

を与えることができる。

すなわち、６カ月の猶予期間内であ

れば、未更新商標は依然、先願に係る

登録商標として有効である。

本件審決が下された時点において引

用商標は猶予期間内にあるため、先願

に係る登録商標として、本件商標の阻

害要因となり得る。被告の行為は、法

に違反しない」

（４） 争点２についての裁判所の認定

前記の争点２について、裁判所は本

件商標と引用商標が全体的に非類似で

あるため、商標法30条の規定に反し

ていないと判断した。

（５） 争点３についての裁判所の認定

前記争点２の認定にあるとおり、両

商標は非類似であるとしたが、争点３

に関し、裁判所は自他役務識別力がな

いとの認定を行った。そして、それを

理由に最終的には拒絶すべきであると

の判断を下している。

（６）  微信連Wi-Fi審決取消訴訟事件を

受けた実務上の留意点

●更新期間

商標権の維持を望む場合、商標の更

新期間（および猶予期間）内に商標の

更新手続きを行うべきである。特に商

標の知名度が高い場合、更新手続きを

失念することが大きな損害につながる

ケースもある。

IvesDuran氏の「未续展商标的“双鹤”

玫瑰露酒活该被抢市场吗？」（筆者訳：

未更新の商標「双鶴」玫瑰露酒は、市

場を奪われるのだろうか？）（「知産力」

記事掲載日：2017年６月９日）によ

ると、広州鷹金銭グループが所持する

「双鶴玫瑰露酒および図」の商標につ

いて、存続期間の満了までに更新手続

きが行われず、商標権が抹消になった。

その後、同業他社が当該商標と近似す

表１　微信連Wi-Fi審決取消訴訟事件の商標

本件商標
（出願番号：15894776）

出願日：2014年12月９日
出願人：騰訊科技（深圳）有限公司（原告）
区分：第41類
指定役務：�教育または娯楽に関する競技会の企画・運営、オンラインによ

る電子出版物の提供（ダウンロードできないものに限る）、オ
ンラインによるゲームの提供など

引用商標
（登録番号：G660001）

出願日：1996年６月５日
商標権の存続期間満了日：2016年２月28日
権利者：WIRTSCHAFTSKAMMER�OSTERREICH
区分：第41類
指定役務：�文化または教育のための展示会の企画・運営、会議の手配およ

び運営、書籍の制作など
本件審決の発行日：2016年３月２日



62 The lnvention  2017 No.11

る「双鶴玫瑰および図」の商標を登録

したことから、広州鷹金銭グループは

「双鶴玫瑰および図」の商標の無効宣告

の請求を行ったが、年間の商品の売上

額が2000万人民元（本稿執筆時のレー

トで約32億円）から、700万人民元（同

約11億円）へと大幅に下落した。

更新を怠ることで、巨大な損失を被

るケースもある。

●猶予期間の先行商標の存在

猶予期間中の登録商標は依然として

先行商標として有効であり、出願商標

の阻害要因となり得る点に注意が必要

である。

また、中国商標法50条の規定によ

り、登録商標が更新されず抹消になっ

た場合も、12カ月の期間は、同一・

類似の出願商標の阻害になり得る。な

お、中国商標局は、権利が消滅した後

もデータベースからは削除しない。

商標が存続期間満了になり、更新さ

れなかった場合には、データベース上、

「法律状態」の欄に商標が更新されず

抹消された旨記される。

出願前の調査等に際しては、権利期

間が満了した商標についても上記の要

件を満たすようなものには、特に注意

を払う必要がある。

●構成要素ごとの比較

今回の主なテーマは更新等の手続き

であるが、前記事件では、類否につい

ても争点の一つとなったため、その点

にも触れておきたい。

本事件の原告の商標は文字と図形の

結合商標で、漢字、英文字および図形

からなっている。審査において、本件

商標のように異なる文字種（漢字、英

文字、図形）を含む場合、一般にそれ

ぞれを分けて先行商標との類否判断が

なされる。文字と図形からなる商標に

ついても同様に通常、分けて審査され

る傾向にある。

本件では、出願商標と引用商標が全

体としては異なるものの、本件商標の

英文字部分「Wi-Fi」と引用商標の英

文字部分である「WIFI」が共通する

ため、審査において拒絶されたと考え

られる。

出願商標と引用商標が類似するか否

かの認定は、全体的な構成、外観、顕

著な特徴、称呼等を考慮し、比較して

行われる。離隔観察をする場合、需要

者が両商標を区別できれば、類似する

商標に該当しないと通常判断される。

これに関し、「商標審査および審理

基準」の第三部分には、類似要素を含

んでいても、全体的に非類似であるた

め、非類似と判断されるべき例として

表２のような例が挙げられている（本

稿掲載はその一部）。表２にある商標

は、構成要素ごとに先行商標との対比

が行われるとしても全体として認識す

べき場合には、非類似であるという例

として掲載されている。

また、表３にある商標は商標におけ

る英文字の部分が類似し、全体として

類似と判断される例として商標審査基

準に掲載されている。

５．中国商標法41条
「登録商標の権利者の名前、住所も

しくはその他の登録事項を変更する必

要がある場合には、変更の申請をしな

ければならない」

商標法実施条例30条１項では、さ

表２　非類似の例（審査基準）

表３　類似の例（審査基準）
例１

例２
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らに以下のように規定している。

「商標権者の名前、住所もしくはそ

の他の登録事項を変更する場合、商標

局に変更申請書を提出しなければなら

ない。商標権者の名前を変更する場合

には、さらに関係登録機関が発行した

変更証明書類を提出しなければならな

い。商標局は、承認後、商標権者に相

応の証明を付与し、かつ、公告する。

承認しなかった場合には、書面により

申請人に通知し、その理由を説明しな

ければならない」

その他の登録事項とは、例えば、代

理人の名称や住所などである。

なお、商標権者の名称（氏名）また

は住所を変更する場合には、権利を有

する全ての登録商標を一括して変更し

なければならない。

商標権者が一括して変更しなかった

場合、商標局は期間内に補正するよう

通知する。期間内に補正しなかった場

合、変更申請を放棄したものとみなし、

商標局はその旨を書面により申請人に

対して通知する。

（１）  事件の概要〈（2015）京知行初字

第4355号の判決文〉

原告は商標出願中に、住所を変更し

たが、商標局への住所変更手続きを

怠った。その結果、商標評審委員会か

６．�XINRILI商標異議申立審決取
消事件〈（2015）京知行初
字第4355号〉

ら郵送された商標異議復審答弁通知書

を原告は受領せず、異議復審審決につ

いても受領しなかった。

その後、商標復審委員会が公告送達

を行い、原告の商標出願は拒絶された。

原告は当該審決に対して取消訴訟を起

こしたが、既に訴訟提起期間を徒過し

ていたため、訴訟が却下された。

（２） 実務上の留意点

商標出願人や商標権者の住所などの

情報が変更された場合、商標局に変更

登録手続きを行うことの重要性を本事

件は示している。

日本の商標出願人や商標権者の場

合、商標局や商標評審委員会からの書

類は中国の商標代理人に送達される。

そして、日本の代理人がいる場合には、

日本の代理人を経由し（いない場合は、

中国の代理人から直接）、商標出願人

や商標権者に送られる。代理人とも定

期的なやり取りを行い、法の規定に

沿って必要な変更手続きを速やかに行

うことが好ましい。

なお、住所や名称変更を怠ったため、

自らの商標が同一・類似の先行商標と

して引例に挙げられるケースもある。

その点からも出願人や権利者の住所、

名称等の変更は適切に行いたい。

７．おわりに
本稿では、39条、40条、41条の規定

を解説するとともに、関連の事件とそ

こから得られる留意点を説明した。

次回は第３章の規定を紹介する予定

である。

※前回まで森智香子氏と韓登営氏が担

当してきた本連載ですが、今号から韓

氏に代わり権鮮枝氏が担当します。


